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高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 

（平成十七年十一月九日法律第百二十四号） 

最終改正：平成二三年六月二四日法律第七九号 

 

 第一章 総則（第一条―第五条）  

 第二章 養護者による高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等（第六条―第十九条）  

 第三章 養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止等（第二十条―第二十五条）  

 第四章 雑則（第二十六条―第二十八条）  

 第五章 罰則（第二十九条・第三十条）  

 附則  

 

第一章 総則  

 
（目的）  

第一条  この法律は、高齢者に対する虐待が深刻な状況にあり、高齢者の尊厳の保持にとって高

齢者に対する虐待を防止することが極めて重要であること等にかんがみ、高齢者虐待の防止等

に関する国等の責務、高齢者虐待を受けた高齢者に対する保護のための措置、養護者の負担の

軽減を図ること等の養護者に対する養護者による高齢者虐待の防止に資する支援（以下「養護

者に対する支援」という。）のための措置等を定めることにより、高齢者虐待の防止、養護者

に対する支援等に関する施策を促進し、もって高齢者の権利利益の擁護に資することを目的と

する。  

（定義等）  

第二条  この法律において「高齢者」とは、六十五歳以上の者をいう。  

２  この法律において「養護者」とは、高齢者を現に養護する者であって養介護施設従事者等（第

五項第一号の施設の業務に従事する者及び同項第二号の事業において業務に従事する者をいう。

以下同じ。）以外のものをいう。  

３  この法律において「高齢者虐待」とは、養護者による高齢者虐待及び養介護施設従事者等に

よる高齢者虐待をいう。  

４  この法律において「養護者による高齢者虐待」とは、次のいずれかに該当する行為をいう。  

一  養護者がその養護する高齢者について行う次に掲げる行為  

イ 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 

ロ 高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人によるイ、ハ

又はニに掲げる行為と同様の行為の放置等養護を著しく怠ること。 

ハ 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与

える言動を行うこと。 

ニ 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。 

二  養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から

不当に財産上の利益を得ること。  

５  この法律において「養介護施設従事者等による高齢者虐待」とは、次のいずれかに該当する

行為をいう。  

一  老人福祉法 （昭和三十八年法律第百三十三号）第五条の三 に規定する老人福祉施設若しく

は同法第二十九条第一項 に規定する有料老人ホーム又は介護保険法 （平成九年法律第百二十

三号）第八条第二十一項 に規定する地域密着型介護老人福祉施設、同条第二十六項 に規定す

る介護老人福祉施設、同条第二十七項 に規定する介護老人保健施設若しくは同法第百十五条の

四十六第一項 に規定する地域包括支援センター（以下「養介護施設」という。）の業務に従事

する者が、当該養介護施設に入所し、その他当該養介護施設を利用する高齢者について行う次

に掲げる行為  

イ 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 

ロ 高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の高齢者を養護すべき職務上

の義務を著しく怠ること。 

資料 1 
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ハ 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与

える言動を行うこと。 

ニ 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。 

ホ 高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。 

二  老人福祉法第五条の二第一項 に規定する老人居宅生活支援事業又は介護保険法第八条第一

項 に規定する居宅サービス事業、同条第十四項 に規定する地域密着型サービス事業、同条第

二十三項 に規定する居宅介護支援事業、同法第八条の二第一項 に規定する介護予防サービス

事業、同条第十四項 に規定する地域密着型介護予防サービス事業若しくは同条第十八項 に規

定する介護予防支援事業（以下「養介護事業」という。）において業務に従事する者が、当該

養介護事業に係るサービスの提供を受ける高齢者について行う前号イからホまでに掲げる行為  

６  六十五歳未満の者であって養介護施設に入所し、その他養介護施設を利用し、又は養介護事

業に係るサービスの提供を受ける障害者（障害者基本法 （昭和四十五年法律第八十四号）第二

条第一号 に規定する障害者をいう。）については、高齢者とみなして、養介護施設従事者等に

よる高齢者虐待に関する規定を適用する。  

（国及び地方公共団体の責務等）  

第三条  国及び地方公共団体は、高齢者虐待の防止、高齢者虐待を受けた高齢者の迅速かつ適切

な保護及び適切な養護者に対する支援を行うため、関係省庁相互間その他関係機関及び民間団

体の間の連携の強化、民間団体の支援その他必要な体制の整備に努めなければならない。  

２  国及び地方公共団体は、高齢者虐待の防止及び高齢者虐待を受けた高齢者の保護並びに養護

者に対する支援が専門的知識に基づき適切に行われるよう、これらの職務に携わる専門的な人

材の確保及び資質の向上を図るため、関係機関の職員の研修等必要な措置を講ずるよう努めな

ければならない。  

３  国及び地方公共団体は、高齢者虐待の防止及び高齢者虐待を受けた高齢者の保護に資するた

め、高齢者虐待に係る通報義務、人権侵犯事件に係る救済制度等について必要な広報その他の

啓発活動を行うものとする。  

（国民の責務）  

第四条  国民は、高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等の重要性に関する理解を深めるとと

もに、国又は地方公共団体が講ずる高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等のための施策に

協力するよう努めなければならない。  

（高齢者虐待の早期発見等）  

第五条  養介護施設、病院、保健所その他高齢者の福祉に業務上関係のある団体及び養介護施設

従事者等、医師、保健師、弁護士その他高齢者の福祉に職務上関係のある者は、高齢者虐待を

発見しやすい立場にあることを自覚し、高齢者虐待の早期発見に努めなければならない。  

２  前項に規定する者は、国及び地方公共団体が講ずる高齢者虐待の防止のための啓発活動及び

高齢者虐待を受けた高齢者の保護のための施策に協力するよう努めなければならない。  

   第二章 養護者による高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等  

（相談、指導及び助言）  

第六条  市町村は、養護者による高齢者虐待の防止及び養護者による高齢者虐待を受けた高齢者

の保護のため、高齢者及び養護者に対して、相談、指導及び助言を行うものとする。  

（養護者による高齢者虐待に係る通報等）  

第七条  養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、当該高齢者の生命

又は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければならな

い。  

２  前項に定める場合のほか、養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者

は、速やかに、これを市町村に通報するよう努めなければならない。  

３  刑法 （明治四十年法律第四十五号）の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の

規定は、前二項の規定による通報をすることを妨げるものと解釈してはならない。  

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%4f%94%aa%96%40%88%ea%8e%4f%8e%4f&REF_NAME=%98%56%90%6c%95%9f%8e%83%96%40%91%e6%8c%dc%8f%f0%82%cc%93%f1%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000500200000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000500200000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000500200000001000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%8b%e3%96%40%88%ea%93%f1%8e%4f&REF_NAME=%89%ee%8c%ec%95%db%8c%af%96%40%91%e6%94%aa%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000800000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000800000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000800000000001000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%8b%e3%96%40%88%ea%93%f1%8e%4f&REF_NAME=%89%ee%8c%ec%95%db%8c%af%96%40%91%e6%94%aa%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000800000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000800000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000800000000001000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%8b%e3%96%40%88%ea%93%f1%8e%4f&REF_NAME=%93%af%8f%f0%91%e6%8f%5c%8e%6c%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000800000000014000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000800000000014000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000800000000014000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%8b%e3%96%40%88%ea%93%f1%8e%4f&REF_NAME=%93%af%8f%f0%91%e6%93%f1%8f%5c%8e%4f%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000800000000023000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000800000000023000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000800000000023000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%8b%e3%96%40%88%ea%93%f1%8e%4f&REF_NAME=%93%af%8f%f0%91%e6%93%f1%8f%5c%8e%4f%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000800000000023000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000800000000023000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000800000000023000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%8b%e3%96%40%88%ea%93%f1%8e%4f&REF_NAME=%93%af%96%40%91%e6%94%aa%8f%f0%82%cc%93%f1%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000800200000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000800200000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000800200000001000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%8b%e3%96%40%88%ea%93%f1%8e%4f&REF_NAME=%93%af%8f%f0%91%e6%8f%5c%8e%6c%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000800200000014000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000800200000014000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000800200000014000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%8b%e3%96%40%88%ea%93%f1%8e%4f&REF_NAME=%93%af%8f%f0%91%e6%8f%5c%94%aa%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000800200000018000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000800200000018000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000800200000018000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8c%dc%96%40%94%aa%8e%6c&REF_NAME=%8f%e1%8a%51%8e%d2%8a%ee%96%7b%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8c%dc%96%40%94%aa%8e%6c&REF_NAME=%91%e6%93%f1%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000006000000001000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000006000000001000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000006000000001000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8c%dc%96%40%94%aa%8e%6c&REF_NAME=%91%e6%93%f1%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000006000000001000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000006000000001000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000006000000001000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%96%be%8e%6c%81%5a%96%40%8e%6c%8c%dc&REF_NAME=%8c%59%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=


106 

 

第八条  市町村が前条第一項若しくは第二項の規定による通報又は次条第一項に規定する届出

を受けた場合においては、当該通報又は届出を受けた市町村の職員は、その職務上知り得た事

項であって当該通報又は届出をした者を特定させるものを漏らしてはならない。  

（通報等を受けた場合の措置）  

第九条  市町村は、第七条第一項若しくは第二項の規定による通報又は高齢者からの養護者によ

る高齢者虐待を受けた旨の届出を受けたときは、速やかに、当該高齢者の安全の確認その他当

該通報又は届出に係る事実の確認のための措置を講ずるとともに、第十六条の規定により当該

市町村と連携協力する者（以下「高齢者虐待対応協力者」という。）とその対応について協議

を行うものとする。  

２  市町村又は市町村長は、第七条第一項若しくは第二項の規定による通報又は前項に規定する

届出があった場合には、当該通報又は届出に係る高齢者に対する養護者による高齢者虐待の防

止及び当該高齢者の保護が図られるよう、養護者による高齢者虐待により生命又は身体に重大

な危険が生じているおそれがあると認められる高齢者を一時的に保護するため迅速に老人福祉

法第二十条の三 に規定する老人短期入所施設等に入所させる等、適切に、同法第十条の四第一

項 若しくは第十一条第一項 の規定による措置を講じ、又は、適切に、同法第三十二条 の規定

により審判の請求をするものとする。  

（居室の確保）  

第十条  市町村は、養護者による高齢者虐待を受けた高齢者について老人福祉法第十条の四第一

項第三号 又は第十一条第一項第一号 若しくは第二号 の規定による措置を採るために必要な

居室を確保するための措置を講ずるものとする。  

（立入調査）  

第十一条  市町村長は、養護者による高齢者虐待により高齢者の生命又は身体に重大な危険が生

じているおそれがあると認めるときは、介護保険法第百十五条の四十六第二項 の規定により設

置する地域包括支援センターの職員その他の高齢者の福祉に関する事務に従事する職員をして、

当該高齢者の住所又は居所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。  

２  前項の規定による立入り及び調査又は質問を行う場合においては、当該職員は、その身分を

示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。  

３  第一項の規定による立入り及び調査又は質問を行う権限は、犯罪捜査のために認められたも

のと解釈してはならない。  

（警察署長に対する援助要請等）  

第十二条  市町村長は、前条第一項の規定による立入り及び調査又は質問をさせようとする場合

において、これらの職務の執行に際し必要があると認めるときは、当該高齢者の住所又は居所

の所在地を管轄する警察署長に対し援助を求めることができる。  

２  市町村長は、高齢者の生命又は身体の安全の確保に万全を期する観点から、必要に応じ適切

に、前項の規定により警察署長に対し援助を求めなければならない。  

３  警察署長は、第一項の規定による援助の求めを受けた場合において、高齢者の生命又は身体

の安全を確保するため必要と認めるときは、速やかに、所属の警察官に、同項の職務の執行を

援助するために必要な警察官職務執行法 （昭和二十三年法律第百三十六号）その他の法令の定

めるところによる措置を講じさせるよう努めなければならない。  

（面会の制限）  

第十三条  養護者による高齢者虐待を受けた高齢者について老人福祉法第十一条第一項第二号 

又は第三号 の措置が採られた場合においては、市町村長又は当該措置に係る養介護施設の長は、

養護者による高齢者虐待の防止及び当該高齢者の保護の観点から、当該養護者による高齢者虐

待を行った養護者について当該高齢者との面会を制限することができる。  

（養護者の支援）  

第十四条  市町村は、第六条に規定するもののほか、養護者の負担の軽減のため、養護者に対す

る相談、指導及び助言その他必要な措置を講ずるものとする。  

２  市町村は、前項の措置として、養護者の心身の状態に照らしその養護の負担の軽減を図るた

め緊急の必要があると認める場合に高齢者が短期間養護を受けるために必要となる居室を確保

するための措置を講ずるものとする。  
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（専門的に従事する職員の確保）  

第十五条  市町村は、養護者による高齢者虐待の防止、養護者による高齢者虐待を受けた高齢者

の保護及び養護者に対する支援を適切に実施するために、これらの事務に専門的に従事する職

員を確保するよう努めなければならない。  

（連携協力体制）  

第十六条  市町村は、養護者による高齢者虐待の防止、養護者による高齢者虐待を受けた高齢者

の保護及び養護者に対する支援を適切に実施するため、老人福祉法第二十条の七の二第一項 に

規定する老人介護支援センター、介護保険法第百十五条の四十六第三項 の規定により設置され

た地域包括支援センターその他関係機関、民間団体等との連携協力体制を整備しなければなら

ない。この場合において、養護者による高齢者虐待にいつでも迅速に対応することができるよ

う、特に配慮しなければならない。  

（事務の委託）  

第十七条  市町村は、高齢者虐待対応協力者のうち適当と認められるものに、第六条の規定によ

る相談、指導及び助言、第七条第一項若しくは第二項の規定による通報又は第九条第一項に規

定する届出の受理、同項の規定による高齢者の安全の確認その他通報又は届出に係る事実の確

認のための措置並びに第十四条第一項の規定による養護者の負担の軽減のための措置に関する

事務の全部又は一部を委託することができる。  

２  前項の規定による委託を受けた高齢者虐待対応協力者若しくはその役員若しくは職員又は

これらの者であった者は、正当な理由なしに、その委託を受けた事務に関して知り得た秘密を

漏らしてはならない。  

３  第一項の規定により第七条第一項若しくは第二項の規定による通報又は第九条第一項に規

定する届出の受理に関する事務の委託を受けた高齢者虐待対応協力者が第七条第一項若しくは

第二項の規定による通報又は第九条第一項に規定する届出を受けた場合には、当該通報又は届

出を受けた高齢者虐待対応協力者又はその役員若しくは職員は、その職務上知り得た事項であ

って当該通報又は届出をした者を特定させるものを漏らしてはならない。  

（周知）  

第十八条  市町村は、養護者による高齢者虐待の防止、第七条第一項若しくは第二項の規定によ

る通報又は第九条第一項に規定する届出の受理、養護者による高齢者虐待を受けた高齢者の保

護、養護者に対する支援等に関する事務についての窓口となる部局及び高齢者虐待対応協力者

の名称を明示すること等により、当該部局及び高齢者虐待対応協力者を周知させなければなら

ない。  

（都道府県の援助等）  

第十九条  都道府県は、この章の規定により市町村が行う措置の実施に関し、市町村相互間の連

絡調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うものとする。  

２  都道府県は、この章の規定により市町村が行う措置の適切な実施を確保するため必要がある

と認めるときは、市町村に対し、必要な助言を行うことができる。  

   第三章 養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止等  

（養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止等のための措置）  

第二十条  養介護施設の設置者又は養介護事業を行う者は、養介護施設従事者等の研修の実施、

当該養介護施設に入所し、その他当該養介護施設を利用し、又は当該養介護事業に係るサービ

スの提供を受ける高齢者及びその家族からの苦情の処理の体制の整備その他の養介護施設従事

者等による高齢者虐待の防止等のための措置を講ずるものとする。  

（養介護施設従事者等による高齢者虐待に係る通報等）  

第二十一条  養介護施設従事者等は、当該養介護施設従事者等がその業務に従事している養介護

施設又は養介護事業（当該養介護施設の設置者若しくは当該養介護事業を行う者が設置する養

介護施設又はこれらの者が行う養介護事業を含む。）において業務に従事する養介護施設従事

者等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は、速やかに、これを市町村

に通報しなければならない。  

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%4f%94%aa%96%40%88%ea%8e%4f%8e%4f&REF_NAME=%98%56%90%6c%95%9f%8e%83%96%40%91%e6%93%f1%8f%5c%8f%f0%82%cc%8e%b5%82%cc%93%f1%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000002000700200001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000002000700200001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000002000700200001000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%8b%e3%96%40%88%ea%93%f1%8e%4f&REF_NAME=%89%ee%8c%ec%95%db%8c%af%96%40%91%e6%95%53%8f%5c%8c%dc%8f%f0%82%cc%8e%6c%8f%5c%98%5a%91%e6%8e%4f%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000011504600000003000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000011504600000003000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000011504600000003000000000000000000
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２  前項に定める場合のほか、養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者

を発見した者は、当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに、こ

れを市町村に通報しなければならない。  

３  前二項に定める場合のほか、養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢

者を発見した者は、速やかに、これを市町村に通報するよう努めなければならない。  

４  養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けた高齢者は、その旨を市町村に届け出ることが

できる。  

５  第十八条の規定は、第一項から第三項までの規定による通報又は前項の規定による届出の受

理に関する事務を担当する部局の周知について準用する。  

６  刑法 の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項から第三項まで

の規定による通報（虚偽であるもの及び過失によるものを除く。次項において同じ。）をする

ことを妨げるものと解釈してはならない。  

７  養介護施設従事者等は、第一項から第三項までの規定による通報をしたことを理由として、

解雇その他不利益な取扱いを受けない。  

第二十二条  市町村は、前条第一項から第三項までの規定による通報又は同条第四項の規定によ

る届出を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該通報又は届出に係る養介護

施設従事者等による高齢者虐待に関する事項を、当該養介護施設従事者等による高齢者虐待に

係る養介護施設又は当該養介護施設従事者等による高齢者虐待に係る養介護事業の事業所の所

在地の都道府県に報告しなければならない。  

２  前項の規定は、地方自治法 （昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項 の

指定都市及び同法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市については、厚生労働省令で定める

場合を除き、適用しない。  

第二十三条  市町村が第二十一条第一項から第三項までの規定による通報又は同条第四項の規

定による届出を受けた場合においては、当該通報又は届出を受けた市町村の職員は、その職務

上知り得た事項であって当該通報又は届出をした者を特定させるものを漏らしてはならない。

都道府県が前条第一項の規定による報告を受けた場合における当該報告を受けた都道府県の職

員についても、同様とする。  

（通報等を受けた場合の措置）  

第二十四条  市町村が第二十一条第一項から第三項までの規定による通報若しくは同条第四項

の規定による届出を受け、又は都道府県が第二十二条第一項の規定による報告を受けたときは、

市町村長又は都道府県知事は、養介護施設の業務又は養介護事業の適正な運営を確保すること

により、当該通報又は届出に係る高齢者に対する養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止

及び当該高齢者の保護を図るため、老人福祉法 又は介護保険法 の規定による権限を適切に行

使するものとする。  

（公表）  

第二十五条  都道府県知事は、毎年度、養介護施設従事者等による高齢者虐待の状況、養介護施

設従事者等による高齢者虐待があった場合にとった措置その他厚生労働省令で定める事項を公

表するものとする。  

   第四章 雑則  

（調査研究）  

第二十六条  国は、高齢者虐待の事例の分析を行うとともに、高齢者虐待があった場合の適切な

対応方法、高齢者に対する適切な養護の方法その他の高齢者虐待の防止、高齢者虐待を受けた

高齢者の保護及び養護者に対する支援に資する事項について調査及び研究を行うものとする。  

（財産上の不当取引による被害の防止等）  

第二十七条  市町村は、養護者、高齢者の親族又は養介護施設従事者等以外の者が不当に財産上

の利益を得る目的で高齢者と行う取引（以下「財産上の不当取引」という。）による高齢者の

被害について、相談に応じ、若しくは消費生活に関する業務を担当する部局その他の関係機関

を紹介し、又は高齢者虐待対応協力者に、財産上の不当取引による高齢者の被害に係る相談若

しくは関係機関の紹介の実施を委託するものとする。  

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%96%be%8e%6c%81%5a%96%40%8e%6c%8c%dc&REF_NAME=%8c%59%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%98%5a%8e%b5&REF_NAME=%92%6e%95%fb%8e%a9%8e%a1%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%98%5a%8e%b5&REF_NAME=%91%e6%93%f1%95%53%8c%dc%8f%5c%93%f1%8f%f0%82%cc%8f%5c%8b%e3%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000025201900000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000025201900000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000025201900000001000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%98%5a%8e%b5&REF_NAME=%93%af%96%40%91%e6%93%f1%95%53%8c%dc%8f%5c%93%f1%8f%f0%82%cc%93%f1%8f%5c%93%f1%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000025202200000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000025202200000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000025202200000001000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%4f%94%aa%96%40%88%ea%8e%4f%8e%4f&REF_NAME=%98%56%90%6c%95%9f%8e%83%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%8b%e3%96%40%88%ea%93%f1%8e%4f&REF_NAME=%89%ee%8c%ec%95%db%8c%af%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
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２  市町村長は、財産上の不当取引の被害を受け、又は受けるおそれのある高齢者について、適

切に、老人福祉法第三十二条 の規定により審判の請求をするものとする。  

（成年後見制度の利用促進）  

第二十八条  国及び地方公共団体は、高齢者虐待の防止及び高齢者虐待を受けた高齢者の保護並

びに財産上の不当取引による高齢者の被害の防止及び救済を図るため、成年後見制度の周知の

ための措置、成年後見制度の利用に係る経済的負担の軽減のための措置等を講ずることにより、

成年後見制度が広く利用されるようにしなければならない。  

   第五章 罰則  

第二十九条  第十七条第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処

する。  

第三十条  正当な理由がなく、第十一条第一項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌

避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは高

齢者に答弁をさせず、若しくは虚偽の答弁をさせた者は、三十万円以下の罰金に処する。  

 

   附 則  

（施行期日） 

１  この法律は、平成十八年四月一日から施行する。  

（検討） 

２  高齢者以外の者であって精神上又は身体上の理由により養護を必要とするものに対する虐

待の防止等のための制度については、速やかに検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措

置が講ぜられるものとする。  

３  高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等のための制度については、この法律の施行後三年

を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な

措置が講ぜられるものとする。  

 

   附 則 （平成一八年六月二一日法律第八三号） 抄  

（施行期日） 

第一条  この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、そ

れぞれ当該各号に定める日から施行する。  

一  第十条並びに附則第四条、第三十三条から第三十六条まで、第五十二条第一項及び第二項、

第百五条、第百二十四条並びに第百三十一条から第百三十三条までの規定 公布の日  

二  第二十二条及び附則第五十二条第三項の規定 平成十九年三月一日  

三  第二条、第十二条及び第十八条並びに附則第七条から第十一条まで、第四十八条から第五十

一条まで、第五十四条、第五十六条、第六十二条、第六十三条、第六十五条、第七十一条、第

七十二条、第七十四条及び第八十六条の規定 平成十九年四月一日  

四  第三条、第七条、第十三条、第十六条、第十九条及び第二十四条並びに附則第二条第二項、

第三十七条から第三十九条まで、第四十一条、第四十二条、第四十四条、第五十七条、第六十

六条、第七十五条、第七十六条、第七十八条、第七十九条、第八十一条、第八十四条、第八十

五条、第八十七条、第八十九条、第九十三条から第九十五条まで、第九十七条から第百条まで、

第百三条、第百九条、第百十四条、第百十七条、第百二十条、第百二十三条、第百二十六条、

第百二十八条及び第百三十条の規定 平成二十年四月一日  

五  第四条、第八条及び第二十五条並びに附則第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第二項、

第十九条から第三十一条まで、第八十条、第八十二条、第八十八条、第九十二条、第百一条、

第百四条、第百七条、第百八条、第百十五条、第百十六条、第百十八条、第百二十一条並びに

第百二十九条の規定 平成二十年十月一日  

六  第五条、第九条、第十四条、第二十条及び第二十六条並びに附則第五十三条、第五十八条、

第六十七条、第九十条、第九十一条、第九十六条、第百十一条、第百十一条の二及び第百三十

条の二の規定 平成二十四年四月一日  

 

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%4f%94%aa%96%40%88%ea%8e%4f%8e%4f&REF_NAME=%98%56%90%6c%95%9f%8e%83%96%40%91%e6%8e%4f%8f%5c%93%f1%8f%f0&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000003200000000000000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000003200000000000000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000003200000000000000000000000000000
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（罰則に関する経過措置） 

第百三十一条  この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。）

の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附

則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為

並びにこの法律の施行後前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規

定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。  

（処分、手続等に関する経過措置） 

第百三十二条  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下こ

の条において同じ。）の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞ

れの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後

のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。  

２  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければ

ならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律

及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の

相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用

する。  

（その他の経過措置の政令への委任） 

第百三十三条  附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経

過措置は、政令で定める。  

 

   附 則 （平成二〇年五月二八日法律第四二号） 抄  
（施行期日） 

第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から

施行する。  

 

   附 則 （平成二三年六月二二日法律第七二号） 抄  

（施行期日） 

第一条  この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。  

一  第二条（老人福祉法目次の改正規定、同法第四章の二を削る改正規定、同法第四章の三を第

四章の二とする改正規定及び同法第四十条第一号の改正規定（「第二十八条の十二第一項若し

くは」を削る部分に限る。）に限る。）、第四条、第六条及び第七条の規定並びに附則第九条、

第十一条、第十五条、第二十二条、第四十一条、第四十七条（東日本大震災に対処するための

特別の財政援助及び助成に関する法律（平成二十三年法律第四十号）附則第一条ただし書の改

正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第十四条の改正規定に限る。）及び第五十

条から第五十二条までの規定 公布の日  

（罰則に関する経過措置） 

第五十一条  この法律（附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定）の施行前にした

行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。  

（政令への委任） 

第五十二条  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関す

る経過措置を含む。）は、政令で定める。  

 

   附 則 （平成二三年六月二四日法律第七九号） 抄  

（施行期日） 

第一条  この法律は、平成二十四年十月一日から施行する。  
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‐あ‐ 

 

アセスメント 

「評価」「査定」「事前評価」。利用者に関

する情報収集を示す。 

 

医療ソーシャルワーカー 

（MSW～Medical Social Worker） 

主に病院において、疾病を有する患者等が、

地域や家庭において自立した生活を送ること

ができるよう、社会福祉の立場から、患者や家

族の抱える心理的・社会的な問題の解決・調整

を援助し、社会復帰の促進を図る相談専門職。 

 

ADL（Activities of Daily Living） 

人間が毎日の生活を送るための基本的動作

のことであり、具体的には身の回りの動作（食

事、更衣、整容、排泄、入浴の各動作）と移動

動作を指す。 

 

オンブズマン制度 

 行政から一定の権限を不えられた行政監査

官（オンブズマン）が行政機関に対する苦情の

処理をする制度のこと。より広い意味では民間

団体などが行政開示制度などを利用して行政

の活動を監視する仕組みも指す。 

 

‐か‐ 

 

介護保険サービス 

介護保険制度により受けられるサービスの

総称。2000 年 4 月から介護保険法によって

制定。 

 

 

 

 

介護予防サービス事業 

老化予防や心身の健康維持、向上を目的とし、

それを支援するサービス（対象は要介護認定で

「要支援１」「要支援２」と判定された方）。 

 

介護予防事業 

介護が必要な状態になることを防ぎ、元気で

いきいきとした暮らしを続けていくための事

業。介護が必要な状態ではないが、生活機能が

低下していて、将来的に要介護状態になるおそ

れのある 65歳以上の人が対象（介護保険給付

の対象外の方）。 

 

介護療養型医療施設 

要介護１から５の認定を受けている方が入

所対象。急性期の治療が終わって自宅へ帰るま

での間に、治療や介護、リハビリテーションな

どを行うための高齢者の施設であり、自宅での

自立した日常生活を送ることが出来るように

する施設。 

 

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

要介護１から５の認定を受けている方が入

所対象。特別養護老人ホームであって、入所す

る要介護者に対し、施設サービス計画に基づい

て、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生

活の世話、機能訓練、健康管理および療養上の

世話を行うことを目的とする施設。 

 

介護老人保健施設 

 要介護１から５の認定を受けている方が入

所対象。疾病、負傷等により、寝たきりまたは

これに準ずる状態にある要介護者に対し、看護、

医学的管理の下における介護及び機能訓練そ

資料 3 
用 語 集 
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の他必要な医療を行うと共に、その日常生活上

の世話を行うことを目的とする施設。 

 

キーパーソン 

「鍵を握る人物」といった意味の言葉。介護

サービスの提供過程において、ケースカンファ

レンスを行う場合には、利用者本人と最も信頼

関係を築く事ができている人物を指す。また、

利用者の意思決定の確認や、支援方針などを決

める際、家族や親族の中で介護の中心的な役割

を果たす人物のことを指す場合もある。 

 

虐待通報義務 

高齢者虐待防止法においては、生命または身

体に重大な危険が生じている場合は市に通報

しなければならない「義務」規定がある。ただ

し、生命または身体に重大な危機が生じている

状態に至らないと判断される場合については、

「努力義務」規定となっている。 

 

居宅介護支援事業 

在宅の要介護状態の高齢者が、介護保険から

給付される在宅サービス等を適切に利用でき

るよう、介護サービス計画の作成、在宅サービ

ス事業者との連絡調整、介護保険施設への紹介

等を行うケアマネジメントのこと。高齢者から

依頼を受けた指定居宅介護支援事業者が行う。 

 

居宅介護支援事業所 

居宅において介護保険で受けられる指定居

宅サービスや特例居宅介護サービスなどの紹

介、いろいろなサービスの調整、居宅支援サー

ビス費にかかる費用の計算や請求などを本人

に代わって行う事業所。 

 

 

 

居宅サービス事業 

介護保険法において実施される、在宅介護を

サポートするためのサービスのこと。訪問介護、

訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーシ

ョン、短期入所生活介護などのほか、福祉用具

貸不も含む。 

 

クーリングオフ 

特定商取引法における制度。訪問販売の場合、

申込書面または契約書面など、契約の内容を記

載した書面の交付が消費者になされた日から

計算して 8日目までをクーリングオフ期間と

し、その期間内ならば契約を「最初からなかっ

た」ことにできる。 

 

ケアマネジャー 

正式名称は介護支援専門員。介護保険法にお

いて要支援・要介護認定を受けた人からの相談

を受け、居宅サービス計画（ケアプラン）を作

成し、他の介護サービス事業者との連絡、調整

等を取りまとめる者。 

 

ケースカンファレンス 

チーム内で方針を決定するための会議のこ

と。介護に携わるチームが数種の職種から構成

されている場合には、わかりやすく「サービス

担当者会議」と表現することもできる（終結し

た事例について評価する場合も行われる）。 

 

権利擁護 

自らの権利を主張・表明することが難しい人

の権利を、主張・表明しやすくしたり代弁した

りすること。 

 

コーディネーター 

一般的には、仕事の流れを円滑にする調整役

のことを指す。虐待対応においては、支援に携



124 

 

わる他の機関や団体の人とチーム対応を推進

するうえでの調整役をいい、統合的に調整する

重要な役割を担う。 

 

国民健康保険団体連合会 

国民健康保険の診療報酬、介護保険の給付費

などの審査支払いを主要業務とする団体で、都

道府県に設置されている。また、サービス事業

者の対応の悪さ、契約違反などの介護サービス

に関して、苦情や丌満がある場合の苦情相談窓

口にもなっている。 

 

個人情報保護法 

正式には「個人情報の保護に関する法律」。

個人情報の利用が拡大する中で、その適正な取

り扱いに関して、基本的な指針・事項、国・地

方公共団体の責務等を定めた法律。個人情報の

有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護す

ることを目的とする。 

 

‐さ‐ 

 

サービス事業所 

サービスを提供する事業所。介護保険法に基

づく介護保険事業者と介護保険外事業者に分

けられる。要介護者等に、その能力に応じて自

立した生活をすることができるように介護サ

ービスを提供する。 

 

サービス担当者会議 

居宅サービス計画（ケアプラン）を作成する

ための話し合いのこと。利用者本人とその家族

の視点からケースの検討を行う必要があり、一

人の利用者に関わる複数の事業所で協働して

実施するところに特徴がある。 

 

 

サービス付き高齢者向け住宅 

 国土交通省・厚生労働省が所轄する「高齢者

の居住の安定確保に関する法律」（高齢者住ま

い法）の改正により、平成 23 年 10 月に創設

された制度に基づいた住まい。安否確認や生活

相談サービスが必須で、介護、医療、生活支援

サービスの提供、連携方法には様々なタイプが

ある。 

 

主訴 

主に、医療や福祉の分野で使われる言葉で、

患者や被介護者の訴えの中で、中心となる訴え

の事。 

 

小規模多機能型居宅介護 

 地域密着型サービスに位置付けられ、通いを

中心として、登録された利用者（定員 25名以

下）を対象に、施設の職員が利用者宅を訪問し

たり、利用者が施設に宿泊するサービスを組み

合わせて日常生活上の世話、機能訓練を受ける

施設。 

 

消費者センター 

消費生活の安定と向上を図る目的で設置。消

費生活相談苦情処理、斡旋、講習会や消費生活

に直接かかわる問題に応じ、消費者啓発・育成

の場としての活動の拠点。 

 

身上監護 

本人の生活や健康、療養等に関する職務をい

う。例えば、被後見人の住居の確保及び生活環

境の整備、施設等の入退所の契約、被後見人の

治療や入院などの手続き等を行うことをいう。 
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精神保健福祉士 

（PSW～Psychiatric Social Worker） 

精神障害者とその家族の生活上・医療上の

様々な問題に取り組んでおり、例えば社会復帰

施設の利用に関する相談やホームヘルパーの

派遣手続きなど、各関係機関と連携して精神障

害者が社会復帰を果たすための指導や援助、訓

練をおこなっている。 

 

成年後見制度 

判断能力が丌十分な成人の契約・財産管理・

遺産分割協議などを、選任された成年後見人が

代理して行う制度。補助・保佐・後見の 3 類

型がある。 

 

‐た‐ 

 

地域包拢支援センター 

介護保険法で定められた、地域住民の保健・

福祉・医療の向上、虐待防止、介護予防マネジ

メントなどを総合的に行う機関。地域包拢支援

センターには保健師、主任ケアマネジャー、社

会福祉士が置かれ、専門性を生かしつつ相互に

連携しながら業務にあたっている。法律上は市

町村業務である地域支援事業を行う機関であ

るが、外部委託も可能。 

 

地域密着型（介護予防）サービス事業 

高齢者が住み慣れた地域で安心した生活を

続けるためのサービスとして、平成 18 年の介

護保険法の改正で創設された。 

 介護度によって、①(介護予防)認知症対応型

通所介護(デイサービス)、②(介護予防)小規模

多機能型居宅介護、③(介護予防)認知症対応型

共同生活介護(高齢者グループホーム)、④夜間

対応型訪問介護、⑤地域密着型特定施設入居者

生活介護、⑥地域密着型介護老人福祉施設入所

者生活介護などのサービスを利用することが

できる（原則として、その事業所所在地の被保

険者だけが利用できる）。 

 

苫小牧市高齢者虐待対応支援マニュアル 

苫小牧市の地域包拢支援センター連絡協議

会が中心となり作成したマニュアル。高齢者虐

待に対する共通認識をもち、早期発見、介入・

支援、相談窓口と関係機関のネットワークのあ

り方等の指針が示されている。 

 

‐な‐ 

 

ニーズ 

ニーズとは、欲求、要求、需要を意味し、人

間が社会生活を営むために欠くことのできな

い基本的条件やサービスが欠けている状態の

時、ニーズを持っていると判断する。 

 

認知症鑑別診断 

  認知症と似たような症状の病気として、うつ

病（仮性認知症）やせん妄などがある。医師が

認知症であるかどうかを診断するうえで、よく

似た病気と区別することを鑑別診断という。 

 

認知症初期集中支援チーム 

地域における認知症のある方・疑われる方を

対象とし、専門職で構成されたチームが本人や

家族、民生委員、ケアマネジャー、地域包拢支

援センターなどから相談を受け、居宅訪問、ア

セスメント、家族支援などの初期支援を包拢

的・集中的に行い、本人や家族の自立生活のサ

ポートを行う。 

 

認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 

  認知症を持つ高齢者が、1ユニット 9人以

下の尐人数で、家庭的な雰囲気の中で共同生活
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をしながら、入浴・排せつ・食事などの日常生

活上の世話、機能訓練などが受けられる施設。

原則として、住民票をおいている市町村の施設

を利用することができる。認知症の診断を受け

た、要介護、要支援 2 の方が利用できる。 

 

認知症地域支援推進員 

市町村において認知症疾患医療センターや

医療機関、介護サービス及び地域の支援機関を

つなぐコーディネーターとしての役割を持つ

者。 

 

‐は‐ 

 

長谷川式簡易知能評価スケール 

  認知症の診断において、記憶力・記銘力・見

当識障害などの症状の有無を判断するのに用

いられる簡単なテストのことで、日本では広く

行われている認知症検査のひとつ。質問式で 9

項目のテストを行う。最高得点は 30点。20

点以下を認知症の疑いあり、21点以上を非認

知症と思われると区分している。 

 

パワレス 

もともと持っている力が、何らかの要因によ

って失われている状態。 

 

包拢的・継続的マネジメント支援 

地域包拢支援センターの事業で、高齢者支援

を行う機関とのネットワーク構築、地域のケア

マネジャーへの支援を行うこと。介護保険サー

ビス以外の社会資源活用や、ケアマネジャー同

士のネットワーク構築、情報交換の場の提供な

どを行う。 

 

 

 

‐ま‐ 

 

モニタリング 

ケアマネジメントの一過程。ケアプランに照

らして状況把握を行い、決められたサービスや

支援が約束どおり提供されているかどうか、介

護提供者の活動と利用者の生活を見守ること

をいう。 

 

 

‐や‐ 

 

有料老人ホーム 

 老人を入居させ、入浴、排せつもしくは食事

の提供又はそのほかの日常生活上必要な便宜

の供不をする事業を行う施設であって、老人福

祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を

行う住居等でないものをいう。 

 

養護老人ホーム 

老人福祉法に基づく老人福祉施設。常時介護

の必要はないが、心身及び経済的な理由などか

ら居宅における生活が困難な 65歳以上の高

齢者を養護するための施設。
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高齢者虐待に関する関係機関一覧 

苫小牧市役所等 

施  設  名 住    所 電  話 

苫小牧市保健福祉部高齢者支援室 

介護福祉課 
苫小牧市旭町4丁目5番6号 0144-32-6111 

北海道胆振総合振興局保健環境部 

社会福祉課 

室蘭市海岸町1丁目4番1号 

むろらん広域センタービル 
0143-24-9839 

北海道保健福祉部福祉局 

高齢者保健福祉課 

札幌市中央区北3条西6丁目 

（道庁6F） 
011-231-4111 

 

苫小牧市地域包拢支援センター 

苫小牧市西地域包拢支援センター 苫小牧市青雲町2丁目12番17号 0144-61-7600 

苫小牧市しらかば地域 

包拢支援センター 
苫小牧市しらかば町５丁目５番６号 0144-71-5225 

苫小牧市山手地域包拢支援センター 苫小牧市山手町1丁目1番2号 0144-71-5565 

苫小牧市南地域包拢支援センター 苫小牧市新富町1丁目3番7号 0144-71-5005 

苫小牧市中央地域包拢支援センター 苫小牧市若草町3丁目4番8号 0144-36-3712 

苫小牧市三光地域包拢支援センター 苫小牧市三光町5丁目24番20号 0144-33-4165 

苫小牧市東地域包拢支援センター 苫小牧市沼ノ端中央4丁目14番24号 0144-52-1155 

 

苫小牧市内 官庁関係  

苫小牧警察署 苫小牧市旭町3丁目5番12号 0144-35-0110 

苫小牧保健所 苫小牧市若草町2丁目2番21号 0144-34-4168 

苫小牧年金事務所 苫小牧市若草町2丁目1番14号 0144-36-6131 

札幌家庭裁判所 苫小牧支部 苫小牧市旭町2丁目7番12号 0144-32-3295 

札幌法務局 苫小牧支局 苫小牧市旭町3丁目3番7号 0144-34-7151 

 

相談・支援機関 

北海道高齢者総合相談・ 

虐待防止センター 

札幌市中央区北２条西７丁目 

かでる2..7 2階 
011-251-2525 

北海道地域福祉生活支援センター 

（本部） 

札幌市中央区北２条西７丁目１ 

北海道社会福祉総合センター３階 
011-290-2941 

北海道胆振地区 

地域福祉生活支援センター 

室蘭市海岸町1丁目4番1号 

むろらん広域センタービル内 
0143-25-2941 

資料 4 
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北海道社会福祉協議会 
札幌市中央区北２条西７丁目  

かでる2..7 ３階 
011-241-3976 

苫小牧市社会福祉協議会 
苫小牧市若草町３丁目3番8号 

市民活動センター 1階 
0144-32-7111 

札幌弁護士会 

高齢者・障害者支援センター 

「ホッと」 

札幌市中央区北１条西１０丁目 

札幌弁護士会館 ２階 
011-242-4165 

成年後見センター・リーガルサポート

札幌支部 

札幌市中央区大通西１３丁目４番地  

中菱ビル６階 札幌司法書士会内 

011-280-7077 

(相談専用ダイヤ） 

権利擁護センターぱあとなあ北海道

（北海道社会福祉士会） 

札幌市中央区北２条西７丁目  

かでる2.・7 ４階 
011-213-1313 

苫小牧公証役場 
苫小牧市表町2丁目3番23号 

エイシンビル２階 
0144-36-7769 

苫小牧法律相談センター 
苫小牧市表町６丁目２番１号 

苫小牧駅前プラザ「egao」６階 
0144-35-8373 

苫小牧市消費者センター 
苫小牧市若草町3丁目3番8号 

市民活動センター３階 
0144-33-6510 

北海道福祉サービス 

運営適正化委員会 

札幌市中央区北２条西７丁目 

かでる2..7 ３階 
011-204-6310 

北海道国民健康保険団体連合会 

（苦情係） 

札幌市中央区南２条西１４丁目  

国保会館 ６階 
011-231-5175 

 

北海道高齢者総合相談・虐待防止センター   ℡ 011-251-2525 

一般相談：毎週月～金曜日 9：00～17：00（来所・電話相談） 

専門相談：医療相談（電話相談のみ）  第3水曜日 13：00～16：00 

      ：法律相談（来所・電話相談） 第1～第３月曜日 13：00～16：00 

虐待相談：毎週月～金曜日 9：00～17：00（来所・電話相談） 

 

札幌弁護士会 高齢者・障害者支援センター「ホッと」 

予約受付電話：011-242-4165（専用ダイヤル） 

予約受付時間：毎週月～金曜日（祝日除く） 9：00～12：00 13：00～16：00 

来 館 相 談：毎週水曜日（祝日除く）  13：30～15：30 ４０分無料 

出 張 相 談：60分15,000円（※交通費込み 但し実施は札幌市内のみ） 

 

公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート札幌支部（成年後見制度に関する電話相談） 

相談時間：毎週月～金曜日 12：00～15：00   

℡ 011-280-7077 （専門相談ダイヤル） 
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権利擁護センター ぱあとなあ北海道（北海道社会福祉士会） 

（成年後見制度の制度紹介・利用・手続き支援） 

相談時間：毎週月～金曜日 9：30～12：00 13：00～16：30 

℡ 011-213-1313 

出張相談：1時間 ２、０００円＋交通費実費 

 

日本司法支援センター 法テラス（電話相談：法制度・相談窓口の情報提供） 

℡ 0570-078-374   

メールでの問合せ（http://www.houterasu.or.jp/より専用ページへ） 

相談時間：平日9：00～21：00 土曜 9：00～17：00  

 

苫小牧市消費者センター 

毎週月～金曜日 9：00～17：00  ※第2・第4金曜日 9：00～20：00 

℡ 0144-33-6510 

 

※ 障害者虐待の対応窓口 

苫小牧市保健福祉部 社会福祉課（市役所南庁舎１階・14番窓口） 

℡ 0144-32-6356 （毎週月～金曜日 8：45～17：15） 

（夜間・休日対応） 

社会福祉法人せらぴ  苫小牧地域生活支援センター        ℡ 0144-75-2808 

社会福祉法人緑星の里 相談支援事業所サポート          ℡ 0144-55-5692 
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